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   第３章 誰もが安心して暮らすことのできる 

生活支援づくり 

第１節 相談・指導の充実 

低所得者世帯については、経済的な困窮に至った個々の事由を分析し、各種制度の有効かつ

効果的な活用を図り、実情に応じた指導助言を行っています。 

 また、家庭児童福祉の向上を図るため、家庭児童相談員活動を行っています。 

 

１ 生活保護の相談                         単位：件 

区 分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

相

談

件

数 

生 活 242 215 198 

医 療 72 97 112 

合 計 314 312 310 

 

２ 家庭児童相談室 

近年の社会の変動に伴う家庭生活の変化により、家庭における児童養育に関して種々複雑

な問題が発生しています。 

このような状況の中で、家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭にお

ける児童福祉の向上を図ることを目的としています。 

相 談 内 容 及 び 推 移         単位：件 

区    分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

性 格 ・ 生 活 習 慣 55 57 97 

言 語 ・ 知 能 1 4 3 

学校生活等 

人間関係 6 8 12 

不登校 112 89 47 

その他 1 4 15 

非 行 0 1 0 

家 族 関 係 
虐待 1,089 1,296 1,078 

その他 67 123 188 

環 境 福 祉 1,225 1,247 1,419 

心 身 障 害 36 45 33 

そ の 他 9 7 18 

合  計 2,601 2,881 2,910 

※ 環境福祉は、児童の養育についての経済的問題、養育に欠ける問題、不良な地

域環境等に関する相談又は指導。 
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３ 要保護児童対策地域協議会 

児童虐待など要保護児童について、児童問題にかかわる関係機関（県・市・民生児童委員・

教育関係等）との連携を強化し、児童虐待等の防止対策を総合的に推進するため設置してい

ます。 

また、協議会の活動を効果的に推進するため、組織形態を代表者会議・実務者会議・個別

支援会議の３層構造とし、児童虐待防止ネットワークのきめの細かい情報の共有などの充実

を図っています。 

児童虐待に関する家庭児童相談室への年度別通報・相談件数    単位：件 

区    分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

通 報 ・ 相 談 件 数 1,089 1,296 1,078 
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第２節 援護措置の充実 

 

１ 生活保護 

生活保護は、日本国憲法第 25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国

民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長することを目的としています。 

（１） 保護の種類 

生活保護の種類は、次の 8種類となっています。 

ア 生活扶助  衣食その他日常生活及び移送に必要な費用 

イ 住宅扶助  家賃、補修、その他住宅に必要な費用 

ウ 教育扶助  教科書、学用品、その他義務教育に伴う必要な費用 

エ 介護扶助  介護を受けるために必要な費用 

オ 医療扶助  病気の治療に必要な費用 

カ 出産扶助  出産のため必要な費用 

キ 生業扶助  生業・高校就学に必要な資金、器具、資材及び技能習得に必要な費用 

ク 葬祭扶助  葬式を行うために必要な費用 

（２） 被保護世帯、人員及び保護率 

被保護世帯、人員及び保護率の推移 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

被保護世帯 1，074 1，110 1,145 

被保護人員 1，555 1，564 1,595 

保護率(‰) 9.0 8.8 8.8 
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       （３）被保護者の世帯類型別構成   

        被保護者の世帯類型別構成 

 
         
 

       

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年

度

平成27年

度

平成26年

度

高齢者 傷病・障害 母子 その他

 

 

 被保護者の世帯類型別構成 

区   分 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

世帯数 割合(％) 世帯数 割合(％) 世帯数 割合(％) 

高 齢 者 476 44.3 503 45.3 541 47.2 

傷病・障害 381 35.5 385 34.7 389 34.0 

母   子 79 7.4 74 6.7 69 6.0 

そ の 他 138 12.8 148 13.3 146 12.8 

合   計 1,074 100 1,110 100 1,145 100 

        

        

        

               
 

      

 476世帯 44.3％ 

   

 503世帯 45.3％ 

   

381世帯 35.5％ 

   

 389世帯 34.0％ 

   

79世帯 7.4％ 

   

138世帯 12.8％ 

   

74世帯 6.7％ 

   

148世帯 13.3％ 

   

69世帯 6.0％ 

   

146世帯 12.8％ 

   

 541世帯 47.2％ 

   

385世帯 34.7％ 
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（５）保護の開始及び廃止 

生活保護の年度別推移 

区     分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

申請件数 179 183 187 

開 始 
世帯数 165 154 170 

人 数 216 247 231 

廃 止 
世帯数 131 121 131 

人 数 182 186 167 

却下件数（取り下げを含む） 27 26 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生活保護費 

 

生活保護費の種類別構成の推移 

区 分 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

延人数 
扶助額 

(千円) 

割合

(％) 
延人数 

扶助額 

(千円) 

割合

(％) 
延人数 

扶助額 

(千円) 

割合

(％) 

生活扶助費 16,787 834,410 33.6 16,845 839,662 32.7 16,908 846,433 32.0 

住宅扶助費 16,860 510,259 20.6 17,162 530,076 20.7 17,193 519,826 19.6 

教育扶助費 1,727 20,869 0.8 1,713 21,636 0.8 1,636 20,638 0.8 

介護扶助費 2,280 49,934 2.0 2,538 59,566 2.3 2,901 56,332 2.1 

医療扶助費 11,531 1,029,438 41.5 9,683 1,083,790 42.2 12,285 1,167,870 44.1 

出産扶助費 0 0 0 0 0 0 1 380 0 

生業扶助費 574 9,079 0.4 482 7,604 0.3 498 8,389 0.3 

葬祭扶助費 20 3,929 0.2 23 3,592 0.1 33 5,834 0.3 

施設事務費 156 20,818 0.8 134 17,223 0.7 108 14,850 0.6 

中国残留邦人 

生活支援給付金 
24 2,047 0.1 24 2,120 0.1 24 2,972 0.1 

就労自立給付金      5 444 0.0 24 1,619 0.1 30 2,020 0.1 

合 計 49,964 2,481,227 100 48,628 2,566,888 100 51,617 2,645,544 100 

(注)各年度の決算額 
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第３節 扶助制度の充実 

 

母子家庭又は父子家庭及び父母のいない児童を養育する家庭（以下「ひとり親家庭等」とい

います。）の経済的負担と精神的不安を軽減し、自立を促進することを目的として、医療費の助

成や諸手当を支給し、安定した生活が送れるように扶助制度の充実を図っています。 

 

１ ひとり親家庭等医療費等助成制度 

ひとり親家庭等に対し、医療費等を助成することにより、ひとり親家庭等の母、父若しく

は養育者の経済的負担及び精神的不安の軽減を図り、もってひとり親家庭等の福祉の増進に

資するものです。 

 

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 等 助 成 状 況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

延受給世帯数 1,788 1,729 1,586 

延件数（件） 10,195 10,065 9,568 

助成額（円） 25,205,273 25,136,226 24,092,705 

 

２ 児童扶養手当 

児童扶養手当は、一定の要件を満たしている 18歳に達する日以後最初の 3月 31日（一定

の障害の状態にある場合は、20歳の誕生日の前日）までの児童を監護しているひとり親家庭

等の母、父若しくは養育者に支給します。 

《手当の基準額・平成 28年度》 

（1人目）全部支給：42,330円／月、一部支給：42,320円～9,990円／月 

（2人目）5,000円／月加算（8月分から）10,000円～5,000円／月加算 

（3人目以上）1人につき 3,000円／月加算（8月分から）6,000円～3,000円／月加算 

 

 

児 童 扶 養 手 当 支 給 状 況 

区 分 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

受給

者数 

対象 

児童数 

支給額(円) 受給

者数 

対象 

児童数 

支給額(円) 受給

者数 

対象 

児童数 

支給額(円) 

児童 1人 485 485  482 482  446 446  

   2人 217 434 227 454 219 438 

   3人 58 174 51 153 51 153 

4人以上 9 40 11 51 10 47 

合 計 769 1,133 346,420,720 771 1,140 345,634,550 726 1,084 353,511,640 
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３ 流山市児童育成手当 

児童扶養手当の支給要件に該当する児童（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日（心身

に一定の障害の状態にある場合は 20 歳に達する日）までの間にある者）を 2 人以上監護し

ている、又は 18歳に達する日後の 4月 1日以後市長が指定する学校に在学している 20歳未

満の者（心身に一定の障害の状態にある者を含む。）を監護しているひとり親家庭等の母、

父若しくは養育者に支給します。 

 

流 山 市 児 童 育 成 手 当 支 給 状 況 

区         分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

18 歳に達する日以後の最初

の 3月 31日までの間にある

者及び一定の障害の状態に

ある 20歳未満のもの（第 2

子以降） 

対象児童数 

 (人) 
364 369 358 

支給額 

(円) 
18,232,000 18,844,000 18,408,000 

18 歳に達する日後の 4 月 1

日以後市長が指定する学校

に在学中の児童 

対象児童数 

 (人) 
3 2 1 

支給額 

(円) 
840,000 540,000 240,000 

    合     計 

対象児童数 

 (人) 
367 371 359 

支給額 

(円) 
19,072,000 19,384,000 18,648,000 

 

４ 遺児等手当 
 

父若しくは母が死亡し、又は重度の障害の状態にある 16 歳（心身に一定の障害の状態に

ある場合は 20歳）未満の児童を養育している方に支給します。 

（12歳以下の者 1人／1か月 4,000円・13歳以上の者 1人／1か月 6,000円） 

遺 児 等 手 当 支 給 状 況 

区      分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

12歳以下の者 
対象児童数(人) 60 56 48 

支給額(円) 3,060,000 2,728,000 2,492,000 

13歳以上の者 
対象児童数(人) 32 38 40 

支給額(円) 2,700,000 2,658,000 2,724,000 

合   計 
対象児童数(人) 92 94 88 

支給額(円) 5,760,000 5,386,000 5,216,000 
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５ 母子家庭等就労促進費用助成制度 

（１）母子家庭等自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母又は父子家庭の父の自立支援を図るため、指定された教育訓練講座を受講

した母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、講座修了後に受講料の一部（6 割相当額）

を助成するものです。 

（２）母子家庭等高等職業訓練促進給付金 

   母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師等就労に有利な資格取得のため１年以上養成機

関で修業する場合に、３年間を限度に生活負担の軽減を図るとともに資格の取得を容易に

するため助成するものです。 

（３）母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金 

   母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師等の資格取得のため１年以上の養成機関で修業

し、養成課程を修了した場合に、資格取得に係る負担を軽減するために助成するものです。 

 

母子家庭等就労促進費用助成状況 

区      分 
   平成 27年度 平成 28年度 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

自立支援教育訓練給付金 4 61,240 1 58,320 

高等職業訓練促進給付金 5 5,646,000 7 5,951,000 

高等職業訓練修了支援給付金 1 50,000 3 150,000 

 

６ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度 

高等職業訓練促進給付金を受給している母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得及び自

立の促進を図る目的で創設され、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会が実施主体となって運

営し、市が貸付に係る相談及び申請等の窓口となっています。 

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付状況 

区  分 
平成２８年度 

件数 金額（円） 

入学準備金 3 1,500,000 

就職準備金 0 0 

合   計 0 0 
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 ７ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦家庭の経済的自立を支援する目的で千葉県が実施主体と

なって行っており、市が貸付に係る相談及び申請等の窓口となっています。 

 

母 子 ・ 父子・寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 実 績    単位：千円 

区分 

平成 27年度 平成 28年度 

母子福祉資金 父子福祉資金 寡婦福祉資金 母子福祉資金 父子福祉資金 寡婦福祉資金 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

修  学 １ 3,072 0 0 0 0 １ 3,840 0 0 0 0 

就学支度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合  計 １ 3,072 0 0 0 0 １ 3,840 0 0 0 0 
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第４節 その他の生活支援 

 

１ 生活困窮者自立支援制度 

自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口です。生

活困窮者が抱えている課題を適切に評価・分析し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を

作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認など

も行います。 

（１）自立相談支援 

生活困窮者に対して広く相談を行う窓口を設置し、生活困窮者が抱える複合的な課題を

受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を確認した上で、就労準備支援のほか、

住居確保給付金支給などの関係事業との連携を含めた支援計画を策定し、これに沿った支

援を行います。 

（２）就労準備支援 

複合的な課題を抱える生活困窮者が就職活動を行うために必要な支援をします。生活習

慣の形成を目的とした「生活自立支援」、就労の前段階として必要な社会的能力を身につ

けることを目的とした「社会自立支援」、継続的な就労経験の場を提供し一般就労への就

職活動に向けた技法や知識の習得を目的とした「就労自立支援」を段階的に実施していま

す。 

就労準備支援状況 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 

新規相談受付件数 143 154 

プラン作成件数 53 55 

就労支援対象者数 22 22 

就労者数 9 11 

 

２ 特定疾病療養者見舞金制度 

  特定疾病の療養者及びその保護者に対して、見舞金を支給し、闘病若しくは労苦に報いる

ものです。 

特定病療養者見舞金支給状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

対 象 者（人） 1,970 2,071 1,868 

支給金額（千円） 78,800 82,840 46,700 
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３ 災害見舞金制度 

  地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の異常な自然現象又は火事により家屋に災害が発生した

場合、災害を受けた被災世帯に、見舞金を支給します。 

災害見舞金支給状況 

区    分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全焼（壊） 
世帯数 2 3 0 

金額（円） 60,000 80,000 0 

半焼（壊） 
世帯数 1 0 0 

金額（円） 20,000 0 0 

床上浸水 
世帯数 0 0 0 

金額（円） 0 0 0 

合  計 
世帯数 3 3 0 

金額（円） 80,000 80,000 0 

 

４ 被爆者健康管理見舞金制度 

原爆被爆者に見舞金を支給することにより、被爆者の闘病若しくは労苦に報い、健康の保

持意欲及び生活意欲の増進に寄与するものです。 

被爆者健康管理見舞金支給状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

対象者(人) 74 70 67 

支給額(円) 740,000 700,000 670,000 

 

５ 臨時福祉給付金 

  平成 26 年 4 月から消費税率が５％から８％に引上げられたことに伴い、低所得者への影

響を緩和するとともに、消費の下支えを図ることを目的としています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

６ 戦傷病者・戦没者遺族等への事業 

（１）戦傷病者の援護 

旧軍人軍属等であった方が公務上傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場

合や、療養の必要がある場合に戦傷病者手帳の交付が受けられます。 

 この手帳の交付を受けた方で、一定の条件を満たすときは、次の援護が行われます 

ア 療養の給付（療養費の支給） 

種類 支給額（円/人） 受給者数（人） 支給総額（円） 

高齢者向け 30,000 10,906 327,180,000 

平成 28年度 3,000 17,313 51,939,000 

障害遺族基礎年金受給者向け 30,000 521 15,630,000 
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  戦傷病者の公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、厚生労働大

臣の指定する医療機関（主に国立病院等）において、診察、薬剤、手術等その他の治療

等を行うものです。 

イ 療養手当の支給 

療養の給付を受けている 1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない

方に支給されます。 

ウ 葬祭費の支給 

療養の給付を受けている戦傷病者が公務上の傷病により死亡した場合、そのご遺族に

支給されます。 

エ 更生医療の給付 

第 5款症以上の身体障害の戦傷病者が、社会復帰のための手術などを必要としたとき 

    に行われます。 

オ 補装具の支給、修理 

公務上の傷病により，第３款症以上の視覚障害，聴覚障害，言語機能障害，肢体不自 

由（肢切断を含みます。）又は中枢神経機能障害のある戦傷病者に対して，身体機能の 

欠損等を補い，職業生活や日常生活を容易にするため，その者の請求により，盲人安全 

つえ，補聴器，義肢，装具，車いすその他厚生労働大臣が定める補装具の支給又は修理 

が行われます。 

カ 国立保養所への入所 

第 2項症以上の重度の戦傷病者で必要と認められる場合は、国立保養所に入所するこ

とができます。 

キ ＪＲの鉄道、連絡船への乗車・乗船についての無賃の取扱（「JR 戦傷病者乗車（船）

券類引換証」の交付） 

戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者については、旅客会社の鉄道及び連絡船に乗車

船する際、無賃の取り扱いが受けられます。  

 

（２）戦没者遺族等への援護 

旧軍人、軍属などの遺族には、「恩給法」により「公務扶助料」「特例扶助料」が、ま

た、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」により「遺族年金」「遺族給与金」が支給される制

度があります。このほか戦没者の妻等に対し、特別給付金や特別弔慰金が支給される制度

があります。 

 

（３）戦没者追悼式 

先の大戦において、国内外で亡くなられた戦没者並びに戦禍によって亡くなられた戦災

死没者に対して、追悼の誠を捧げるとともに恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を行っ

ています。 

戦没者追悼式参列者 

区   分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

参列者数(人) 152 152 152 
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７ 児童手当 

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している者に手当を支給することにより、次代の 

社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。 

ア 支給対象  中学校修了前の児童を養育している者 

イ 所得制限  あり 

ウ 支給額  平成２４年４月分から（人/円） 

３歳未満 15,000円 

３歳以上 

小学校修了前 

第１子・第２子 10,000円 

第３子以降 15,000円 

中学生 10,000円 

特例給付  5,000円 

 

児童手当支給状況 

区     分 平成 28年度 

被用者 
延児童数（人） 53,312 

支 給 額（円） 799,670,000 

非被用者 
延児童数（人） 6,503 

支 給 額（円） 97,545,000 

被用者 3歳以上小学校修了前 
延児童数（人） 133,844 

支 給 額（円） 1,391,385,000 

非被用者 3歳以上小学校修了前 
延児童数（人） 24,941 

支 給 額（円） 267,220,000 

小学校修了後中学校修了前 
延児童数（人） 41,654 

 支 給 額（円） 416,540,000 

特例給付 
延児童数（人） 39,615 

 支 給 額（円） 198,075,000 

合     計 
延児童数（人） 299,869 

支 給 額（円） 3,170,435,000 
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８  特別児童扶養手当 

重度又は中度の障害者（20 歳未満）の方を育てている家庭に支給しています。対象者は、

重・中度の障害者（20歳未満）を監護している父母、又は養育者（養育者については、父母

に監護されない障害者（20歳未満）を同居養育し、生計を維持していること）。 

手当の内容 

支 給 額 
1級(重度)障害児 月額 51,500円 

2級(中度)障害児 月額 34,300円 

支 給 月 4月、8月、11月 

支給方法 受給者が指定した金融機関への口座振込み 

所得制限 受給者本人又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるときは、支給されません。 

 

特別児童扶養手当支給状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給人数（人） 216 225 236 

 

９ 特別障害者手当 

重度の重複障害などのため、在宅で常時特別の介護を必要とする 20歳以上の方に支給され 

る手当です。 

対象者は、年齢が 20歳以上であり、3か月以上の入院をしていないこと。 

身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。 

手当の内容 

支 給 額 月額 26,830円  

支 給 月 2月、5月、8月、11月 

支給方法 受給者が指定した金融機関への口座振込み 

所得制限 本人、配偶者及び扶養義務者等の所得により支給制限があります。 

 

特別障害者手当支給状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給人数（人） 94 92 107 

 

１０ 障害児福祉手当 

重度の障害があるため、在宅で常時介護を必要とする 20歳未満の方に支給される手当で 

す。対象者は、年齢 20歳未満であり、肢体不自由児施設等の施設に入所していないこと。 

手当の内容 

支 給 額 月額 14,600円 

支 給 月 2月、5月、8月、11月 

支給方法 受給者が指定した金融機関への口座振込み 

所得制限 本人及び扶養義務者等の所得により支給制限があります。 
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障害児福祉手当支給状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給人数（人） 52 57 62 

 

１１ 千葉県心身障害者扶養年金 

   心身障害者を扶養している方が、その生存中、毎月一定の掛金を納付し、万一のことが

あった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付しています。 

給付額 

・年金（加入者が死亡又は重度障害となったとき、障害者の生存中毎月支給） 

1人 1口  月額 20,000円 

・弔慰金（加入者の生存中、障害者が死亡したとき） 

加入期間に応じて、一時金が支給されます。 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

加入者数(人) 51 50 46 

年金受給者数(人) 38 39 42 

※生活保護世帯、市民税非課税及び均等割世帯については減免又は緩和の制度があります。 
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１２ 流山市福祉手当 

特別障害者手当・障害児福祉手当を受けられない心身障害者に支給される手当です。 

（１）手当の内容 

支給額 

(円/月) 身体 療育 精神 

8,650 ねたきり(注１) Ⓐ･A  

7,900 1･2級 Bの 1 1･2級 

6,900 3級 Bの 2 3級 

8､11､4月 各月末日(土日祝の場合その前日)に 4ゕ月分を支給。 

（注 1)6ゕ月以上居宅で病臥している介添が必要な 20歳以上 65歳未満の方 

所 得 

制 限 

非課税世帯 市民税均等割世帯 課税世帯 

全額支給 半額支給 不支給 

対象外 
生活保護､国手当､障害福祉サービス､介護保険の利用者 

(利用停止後に再申請可) 

申 請 通帳､印鑑､障害者手帳､転入者は２か年分の課税証明書､個人番号 

                           

 (２）流山市福祉手当支給状況    

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給人数（人） 3,844 3,945 3,798 

支給額（円） 234,297,727 238,337,174 176,452,860 

平成２８年４月１日福祉手当改正 

 


